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序 
形井秀一 

筑波技術大学名誉教授 

 

 丁度この原稿を書いている 1週間後に、中国の成都で、皮内鍼（円皮鍼）の講義をし、実
技を行うことになっていて、社会鍼灸学研究の「序」の原稿を書く傍ら、「日本鍼灸の特徴」
の講義と「皮内鍼（円皮鍼）の実演」の準備をしている。 
 中国の鍼灸と言えば、中国留学をして中国の大学や老師に学んだり、オリエント出版が長
く続けている中国鍼灸を学ぶ研修旅行で、直接、高名な中医師から中医鍼灸を学んだり、ま
た、学生時代に中国鍼灸研修旅行を実施している専門学校や大学が少なくないので、東洋医
学発祥の地である中国で鍼灸・あん摩（推拿）を学んだ人は少なくない物と思う。しかし、
今回はその逆で、日本的に変化・発展した鍼の一方法である皮内鍼（円皮鍼）を中国で講演
することになっている。いささか肩に力が入っている気がする。そういえば朝から右の肩関
節に痛みを感じて、動かしづらい。 
まあそれは、ともかくとして、一昨年の 9月に上海で開催された中国鍼灸学会でも、やは

り「日本鍼灸について」話す機会を頂いたが、中国は日本鍼灸から何かを学ぼうとし始めて
いるのであろうか。その真意は何であろうか。 
 いやいや、その答えは、まだ、2回の講演のチャンスを与えられただけでは明確ではない。
しかし、中国鍼灸界において、新たな動きが出始めていることも事実である。以前にも述べ
たことがあるが、数年前に中国に行ったときに視察したお灸サロンは、日本のエステサロン
のような場所で、北京を中心に 40店舗を持つオーナーは、意気軒昂、4000店舗への拡大路
線の計画を話してくれた。しかも、施術をしている人は中医師ではなく、エステティシャン
のような存在らしく、新たな資格制度ができたのだろうかと疑問に思ってしまった。 
 資格はともかくとして、日本の第一次美容鍼灸ブーム（1970年代～80年代頃、エステテ
ィックサロンが誕生したが、その時期のことを私はそう呼んでいる。）が中国にも到来して
いて、経済が高度成長を遂げると生まれてくる健康産業（運動法やサプリメント、なにやら
療法、なにやら健康法、なにやら精神療法、などなど）の分野がすでに生まれていて、拡大
しようとしている現実に驚かされた。まだ、お灸サロン以外の実態は直接見ていないので、
予測の息を出ないが・・・。そして、そのように生まれてくる健康産業分野は、医療や治療
の分野ではなく、飽くまでも健康分野であるので、医療や治療に近い理論や方法や道具を使
ったとしても、医療的な方法はもちろん実施しないし、できないであろうが。 
 ISOや ICDで、鍼灸や湯液を医療として国際的に標準化し、社会制度として位置づけよ
うと躍起となっていることと、民間レベルで、健康や生活に関わるものやことを新たに作り
産業化しようとする動きとの両面を持つ現代の中国社会の変貌は、（もしかしたら、中国政
府の政策方針の変貌は）、社会鍼灸学的にどのように分析し、どのように日本鍼灸と関係づ
けられるであろうか。社会鍼灸学研究会会員は、どのような視点で、中国鍼灸の変容を捉え
るか、聞いてみたい。それはまさに、日本鍼灸、韓国鍼灸、そして、欧米鍼灸の現在と将来
と密接な関係にある話であると考えるからである。 
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に値するものであったかも知れない。10月 2

日の答申の際には、ＰＨＷのサムス局長に対

し、鍼灸治療の効果とその理由を科学的根拠

に基づいて説明し、「東洋医学も確立された

医学であり、将来、東西両方の医学が融合

すれば、『真の医学』が誕生することを確信

している」と述べている。 

当時、ＧＨＱに問題視された鍼灸を存続さ

せるために、西洋医学の枠にはめ込もうとす

る動きがあったが、板倉博士は、「鍼灸は東

洋医学の治療法のひとつであり、その東洋医

学には西洋医学にない素晴らしさがある」と

し、「医学が発展するためには東洋医学と西

洋医学の枠を超え、お互いを融合させること

が必要である」と考えていたのである。医師

であるサムス局長もこの理念に賛同し、板倉

博士に握手を求め、「医学の発展のために今

後も研究を続けて欲しい」という希望を伝え

ている。 

東西医学融合による「真の医学」の誕生を

切望した板倉博士の言葉は、いつの時代にも

通じる言葉である。 

 ＧＨＱ旋風は、前近代的とされた日本鍼灸

を生まれ変わらせる「起爆剤」となり、現代

の日本鍼灸の「原点」となった。もしも当時、

業界が高い意識を持って鍼灸の改革を実行し

なかったら、身分法の制定は実現されず、現

在のような日本鍼灸の姿を見ることはできな

かったであろう。 

 ＧＨＱ旋風は単なる歴史的事実ではない。

現代の日本鍼灸の姿を知る手がかりであり、

その姿を知ることは日本鍼灸を発展させ、未

来に継承することにもつながる。法律の改正、

教育制度の改革、鍼灸師の資質向上、そして

鍼灸治療の安全性向上・科学的根拠の証明な

ど、ＧＨＱ旋風当時と同様の難問が山積する

今、ＧＨＱ旋風について考える必要があるの

ではないだろうか。そして、当時のように業

界が一致団結して、それらの難問に取り組め

ば、きっと解決への道が開かれるのではない

だろうか。 
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を生まれ変わらせる「起爆剤」となり、現代

の日本鍼灸の「原点」となった。もしも当時、

業界が高い意識を持って鍼灸の改革を実行し

なかったら、身分法の制定は実現されず、現

在のような日本鍼灸の姿を見ることはできな

かったであろう。 

 ＧＨＱ旋風は単なる歴史的事実ではない。

現代の日本鍼灸の姿を知る手がかりであり、

その姿を知ることは日本鍼灸を発展させ、未

来に継承することにもつながる。法律の改正、

教育制度の改革、鍼灸師の資質向上、そして

鍼灸治療の安全性向上・科学的根拠の証明な

ど、ＧＨＱ旋風当時と同様の難問が山積する

今、ＧＨＱ旋風について考える必要があるの

ではないだろうか。そして、当時のように業

界が一致団結して、それらの難問に取り組め

ば、きっと解決への道が開かれるのではない

だろうか。 
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シンポジウム（全体討論）  近代を超える鍼灸 

―何故、日本の鍼灸は、今ここに存在
あ る
のか？－ 

司会：形井秀一（筑波技術大学保健科学部） 

嶺総一郎（専門学校首都医校） 

 シンポジスト：香取俊光（群馬県立盲学校） 

 坂部昌明（森ノ宮医療大学） 

 箕輪政博（千葉県立盲学校） 

      奥津貴子（呉竹鍼灸柔整専門学校） 

       藤井亮輔（筑波技術大学保健科学部） 

小野直哉（未来工学研究所） 

 

嶺：本日の講演を振り返りながら、これか 

ら求められる鍼灸師の質ということを、シ 

ンポジストの先生方にお話いただきたいと 

思います。 

香取：教育全体の質は私の中でありまが、 

今回は、視覚障害者のことについて、お話 

をさせて頂いたので視覚障害者について話 

をしていきます。盲学校の現状は視覚障害 

者が減っている。一つは、自然の人口の減 

少にともなうものであり、もう一つは職業 

選択の幅が広がってきて、鍼灸を仕事にし 

なくなっている。収入が少なくなっている 

ことが理由です。日本の鍼灸に盲人の偉人 

がいましたが、これから偉人が生まれるか 

というと、現状は行き詰っている。質の高 

い教育をして、どれだけ技術を教えられる 

のか考えています。 

坂部：私は近代の話をしましたが、私とし 

ては、肉を切らして骨を絶つではないが、 

こちら側としては、不利でないかと思わ 

れる位のことでも、位置付け次第で有利に 

なるんです。例えば、鍼の診療報酬を決め 

てしまえば、皆さんの行為は必然的に診療 

報酬上の請求が発生するものなんですね。 

そうすると、医者がやるんじゃないか、看 

護師がやるんじゃないかと議論があります 

が、すぐに養成できるはずないんです。じ 

ゃ、医者に鍼を渡して打ってといっても、 

誰も打ってくれませんから。私が医大に行 

っていたときに医者に鍼を打ってください 

と言っても、ごめんなさい、鍼をどうやっ 

て打つのか知らないと言います。そんなレ 

ベルの人たち。だけど、診療報酬がつけば、 

鍼灸は混合診療ではなくなるんです。おも 

しろくないですか。そういうことに乗れる 

か乗れないかというのが、私個人としては、 

鍼灸というものの価値ではなくて、鍼灸師 

さんの立場、自分たちがどうしていくかが 

難しい。鍼灸が医療行為だと言われても、 

あまりみなさん嫌がらないんですが、鍼灸 

師が医療をやっているという言い方をする 

と嫌がる方がいるんだと思うと、その点の 

齟齬と思われていることに自分たちがいか 

にトライするかがおもしろいんではないか 

と思います。最近、不動産業を手伝ってい 

るんです。世の中に実印と認め印の違いさ 

え分からない人達も出てきているんで、こ 

のままいくと、質とかの問題ではなく、国 

民全体のリテラシーが低くなっていってい 

る中で、少なくとも専門家自体の立ち位置 

をもう少し引きで見て、もう少し自分達の 

いいとこを取りにいかないといけないとま 

ずいのかなと思います。 

箕輪：そもそも反制度化（化→が？）誰が 

得しているのか。反制度で、食ってきてい 

る人は、もう少しやらないとだめですね。 

自由診療でやっている人たちは反制度のメ 

リットをこうむっていないと思います。と 

いうことは、反制度はいったい誰のために 

できたのかということです。それから、端 

的にいうと、私は、鍼灸大学の偏差値を最 

低 50以上にするとが一つ。以上です。 

奥津：今、私は鍼灸学校に勤めていますが、 

年々受験者が減少しています。そういうこと 

もあり、今では教員自らが受験生を集めるた 

めに、高校で開催される進路説明会に 
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検証も必要となる。 

2)有害事象の予防・対応策の未共有 

被災地での鍼灸施術による有害事象は、

筆者も目の当たりにしている。有害事象は日

常臨床でも起こり得ることで鍼灸師は注意を

払うが、同一治療者の常駐性や治療継続性が

低くフォローが行いづらい、受療者が普段と

異なる環境の中で過負荷状態である、という

災害医療の特徴を踏まえた場合、それだけで

は不十分な場合がある。災害支援時特有状況

に配慮した有害事象の予防と対処の方法論は

鍼灸界ではまだ共有されておらず、一旦有害

事象が発生した時の説明と対処が一様でない

場合、受け入れる側の不信を招く危険性があ

る註 2。 

(2)被災地の状況把握の問題 

警察庁によれば、熊本地震に関連した犯罪

検挙は 30件に及ぶ 9)。報道などで災害に起

因する治安の悪化の可能性が指摘されるなか

で警察が防犯を呼びかけることもあり、被災

自治体や避難所、被災者が部外者に対して警

戒的になることは考えられる(写真.1,2)。こ

のような状況下で、外部からの支援者が被災

地に入るには、細心の注意を払う必要があ

る。 

被災地のインフラや交通手段についての情

報収集は、医療に限らず災害支援の基本とし

て認識されている。同時に、災害医療として

鍼灸を展開するにあたっては、外部支援の受

け入れの素地となる現地の治安状況、医療ニ

ーズの有無を測り不測の事態註 3に備えるた

めに医療環境、避難所数や避難者数、避難所

環境まで含めた情報の収集と評価の技法が必

要と考えられる。 

集めた情報とその評価によって、被災地の

状況に応じた接近の方法と準備を選択するこ

とが、有効な支援の展開につながると考えら

れる。 

 

【結論】 

熊本地震では、本調査で判明した限りで 8

団体が災害時鍼灸医療による被災地支援を行

った。もっとも早い団体は発災 1週間後より

活動を開始し、3ヵ月を経過して継続されて

いるものもあった。このことから、鍼灸によ

り対応できる医療ニーズが災害医療のフェー

ズでいう急性期以降に存在することが示唆さ

れる。 

一方、自治体による鍼灸による支援の受け

入れ拒否や、自治体内での受け入れ窓口の認

識不一致がみられた。背景として災害医療に

おける鍼灸の有効性の認知不足と被災地の状

況把握についての問題が考えられる。 

これらの課題を解決しながら、第外医療に

おける鍼灸の役割の定義をおこなうことが、

今後の災害時鍼灸医療に必要となる。 

註 1;避難所数・避難者数共に熊本県の発表

数を元としているが、行政がすべの被災者と

その状況を把握しているとはいえない。自然

発生的に生まれた「私設避難所」も存在した

が、避難所数のうちに数えられていない。屋

内での被害を回避するために車中泊をしてい

る被災者の中には、行政のカウントから漏れ

ている人達もいた。したがって、避難所数・

被災者数共に行政発表より多かったと考えら

れる。 

註 2;被災地には様々な民間療法家、いわゆ

る「無資格者」が支援に入ることが多い。こ

れらの無資格者が起こした有害事象が「鍼灸

やマッサージ(有資格者)で具合が悪くなっ

た」と誤認されるケースがある。被災者によ

っては鍼灸と無資格民間療法が混同されて認

識されていること、同様のことは、被災自治

体の職員や医療支援スタッフにおいても有り

得ることに、鍼灸師は留意すべきである。 

註 3;自験例だが、熊本地震の支援中に、救

護班が常駐していない場所で、鍼灸師の対応

の限度を超えた外傷について相談されたこと

がある。 

註 4;行政の医療担当部署、災害ボランティ

アセンター、既に被災地で活動を行っている

団体、地域の知己など、支援活動の入り口は

複数考え得る。 

 

【文献】 

1) 内閣府.平成 28年(2016年)熊本県熊本

地方を震源とする地震に係る被害状況

等について.2016年 12月 14日 
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原著 

鍼灸・按摩療法に関する免許制度と教育制度に見る 

ベトナムと日本の比較研究 

comparing research of license and education system of 

acupuncture moxibustion, massage between Japan and Vietnam  
Phan van son 1), 藤井亮輔 2) 

1) 筑波技術大学技術科学研究科保健科学専攻鍼灸学コース 

2) 筑波技術大学保健学部保健学科鍼灸学専攻 

 

abstract 

Objective: To search for the similarity anh difference in the license and education 

system of acupuncture and massage between Japan and Vietnam, and to distribute the basic 

materials to the policy review of developing the qualification of acupuncture and 

massage therapy as well as improving the independence of visually impaired persons in 

Vietnam.  

Methods: We translated and analyzed the related materials collected from internet as 

well as library etc, compared the license and education system of acupuncture and 

massage of both countries, and reviewed the applicable contents to Vietnam.  

Results: In Japan,  all the matters related to acupuncture and massage including 
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